
政
令
第
二
百
八
十
三
号

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部
の

施
行
に
伴
い
、
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

（
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
法
と
い
う
。
以
下
同
じ
」
を
「
以
下
「
法
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
大
学
」
の
下
に
「
（
法

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

教
諭
等
と
し
て
小
学
校
等
に
お
い
て
引
き
続
き
一
年
を
超
え
る
期
間
を
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
研
修
実
施
者

が
教
諭
又
は
保
育
教
諭
の
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
知
識
又
は
経
験
の
程
度
を
勘
案
し
、
初
任
者
研
修

を
実
施
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の



第
四
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
研
修
実
施
者
が
当
該
者
の
能
力
、
適
性
等
を
勘
案
し
て

中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修
を
実
施
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の

第
四
条
第
五
号
中
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
）
」
を
加
え
、
「
任
命
権
者
」
を
「
研
修
実
施
者
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
」
及
び
「
（
次
条
第
一
号
に
お
い
て
「
指
導
改
善
研
修
」
と
い
う
。
）
」
を
削

る
。第

七
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
主
幹
教
諭
等
が
正
当
な
理
由
な
く
当
該
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
に
係
る
大
学
院
の

課
程
等
を
休
学
し
、
又
は
そ
の
授
業
を
頻
繁
に
欠
席
し
て
い
る
こ
と
。

第
七
条
第
二
号
中
「
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保

育
教
諭
又
は
講
師
」
を
「
主
幹
教
諭
等
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
大
学
の
助
手
に
対
す
る
法
の
規
定
の
準
用
）
」
を
付
し
、



同
条
第
一
項
中
「
（
公
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
（
法
第
五
条
第
二
項
及
び
第
九
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
第
一
項
、
第
五
条
の
二
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
」
を

「
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
」
に
、
「
、
第
二
十
二
条
並
び
に
第
二
十
九
条
」
を
「
並
び
に
第
二
十
二

条
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
研
修
実
施
者
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
権
者
」
と
、
「
（
公
立
の
小

学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
除
く
。
）
の
研
修
」
と
あ
る
の
は
「
の
研
修
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
高
等
専
門
学
校
の
助
手
並
び
に
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
実
習

助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導
員
に
対
す
る
法
の
規
定
の
準
用
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
公
立
学
校
」
の
下
に
「
（
法
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
学
校
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
九
条
」

を
「
及
び
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
研
修
実
施
者
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
権
者
」
と
、
「
（
公
立
の
小

学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同



じ
。
）
を
除
く
。
）
の
研
修
」
と
あ
る
の
は
「
の
研
修
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
九
条
」
を
「
及
び
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
研
修
実
施
者
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
権
者
」
と
、
「
（
公
立
の
小

学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
除
く
。
）
の
研
修
」
と
あ
る
の
は
「
の
研
修
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
の
校
長
及
び
教
員
に
対
す
る
法
の
規
定
の
準
用
）
」
を
付
し
、

同
条
中
「
各
種
学
校
」
の
下
に
「
（
い
ず
れ
も
国
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
、
第
十
七
条
、
第
十
八

条
」
を
削
り
、
「
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
九
条
」
を
「
及
び
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
研
修
実
施
者
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
権
者
」
と
、
「
（
公
立
の
小

学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
除
く
。
）
の
研
修
」
と
あ
る
の
は
「
の
研
修
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
（
い
ず
れ
も
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
校
長
及
び
教
員
に
つ
い
て

は
、
法
第
十
一
条
、
第
十
四
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
中
そ

れ
ぞ
れ
校
長
及
び
教
員
に
関
す
る
部
分
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
研
修

実
施
者
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
権
者
」
と
、
「
（
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者
そ
の

他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
の
研
修
」
と
あ
る
の
は
「
の
研
修
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
法
第
三
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
研
究
施
設
）
」
を
付
す
る
。

第
十
二
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
等
）
」
を
付
し
、

同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
者

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
及
び
「
（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
研
究
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

附
則
第
二
項
第
二
号
中
「
国
立
学
校
、
公
立
学
校
又
は
私
立
の
学
校
で
あ
る
」
を
削
り
、
「
の
研
修
を
実
施
す
べ
き
任
命



権
者
又
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
若
し
く
は
知
事
」
を
「
に
規
定
す
る
幼
稚
園
等
の
教
諭
等
の
研
修
実
施
者
」
に
、
「
当

該
研
修
」
を
「
同
項
後
段
に
規
定
す
る
研
修
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
を
削
る
。

附
則
第
四
項
中
「
受
け
た
」
を
「
受
け
た
こ
と
が
あ
る
」
に
、
「
任
命
権
者
」
を
「
研
修
実
施
者
」
に
改
め
、
同
項
を
附

則
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
幼
稚
園
等
の
教
諭
等
に
対
す
る
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修
の
特
例
）

４

法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
等
の
教
諭
等
に
つ
い
て
の
第
四
条
第
二
号
及
び
第
五
号
並
び
に
前
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
研
修
実
施
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
研
修
実
施
者
（
指
定
都
市

以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
及
び
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
の
教
諭
等
に
つ
い
て
は
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都

道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
諭
等
に
つ
い
て
は
当
該
市
町
村
を

包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
）
」
と
す
る
。

（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次



の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
表
第
三
十
九
条
第
二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
四

人
事
委
員
会

研
修
実
施
者
（
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）

項

第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研
修
実
施
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
人
事
委
員
会

任
命
権
者

研
修
実
施
者

第
七
条
の
表
第
三
十
九
条
第
四
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
九
条
第
四
項
、
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条

の
二
の
項
中
「
第
三
十
九
条
第
四
項
、
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

教
育
公
務
員
特
例
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行

令
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
の
整
理
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


